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医療・介護・福祉関係事業者における個人情報の適切な取扱いについて

平素から、個人情報保護法及び個人情報の取扱いに関する種々のガイ ドライン (※

1)等により、医療・介護・福祉関係事業者における適切な個人情報の取扱いについ

て、万全を期すよう要請 しているが、今般、インターネットにおける、電子メールを

利用した従業者間の個人情報共有において、設定が不適切であつたために、当該個人

情報を第二者が閲覧可能となつていた事例が報道 (※ 2)さ れたところである。今回

指摘された事案は、個人情報保護法に定める安全管理措置を講じる義務に反する重大

な事案 と考えられる。

ついては、貴職におかれては、管下医療・介護・福祉関係事業者に対して、当該事

業者の従業者間における患者・利用者等の個人情報の共有に当たって、第三者にも閲

覧可能な状態となっていないことを確認する等、今後とも個人情報の取扱いについて

は厳正を期するよう、周知徹底を図られたい。なお、必要に応 じて管内市区町村にも

周知 されたい。
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l        ※2 今般報道された事例

i          ィンターネット上で、登録者がメ‐ルを共有できるサービスを利用していた医療機関や介護施設

1         において、当該サービスの初期設定が第二者の開覧制限がかからない状態であるのに、初嘲設定の

lJ        ままメールのやりとりを行つていた。このため、患者等の個人情報が、本来共有されるべき医療・

I         介護職員のみならず、一般に誰でも閲覧できる状態になつていたもの。


